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井戸から出土 した平城京の暦

平城京耕 (右京二条三坊-秤) 奈良市西大寺南 町

近鉄西大寺駅か ら南へ徒歩5分ほ どの場所 で行

なった､西大寺駅南地区土地区画整理事業に係る
うるしがろもん じ上

発掘調査で､漆紙文書が出土 しました｡

調査地 は､平城京 の条坊復元では､右京二条三

坊-坪 の中央北端にあたりますが､周辺で行なわ

れたこれまでの調査では､奈良時代の遺構 はほと

んど残 っておらず､中 ･近世の溝が残っているだ

けで した｡

調査の概要 今回は､奈良時代から平安時代に
ど こう みぞ

かけての井戸2基､土坑2基､中 ･近世 の溝などを

検出しました｡

漆紙文書が出土 したのは井戸か らです｡井戸の

掘形は､ 一辺約2.4mの平面隅丸方形です｡井戸枠
ほうけいたて いた ぐみよ こさんとめ

は､方形縦板組横桟 留と呼ばれる構造で､内法は

約0.9mです｡この井戸からは漆紙文書のほかに､
は じ き す え き

8世紀後半か ら9世紀初頭 の土師器､須恵器 ､漆が

付着 した壷､丸瓦､平瓦などが出土 しました｡

漆紙 文書 漆紙文書 は全部で12片が 出土 しま

した｡奈良文化財研究所 に解読を依頼 した結果､
だいえん れ き ほう

｢オモテ面｣には､下記 の通 り､大柄暦 による宝

調査地位置図 (i/10,0(氾)

卓 ぐらtDうれ舎
亀9(778)年5月29日から6月7日までの具注暦が

記されている ことがわか りました｡ また ｢漆面 ｣

にも ｢去就｣｢権 ｣｢位｣｢ロ [変カ]｣などの文字

が確認できましたが､その内容は不明です｡
とじょう

この具注暦は､漆紙文書としては､都城遺跡で

初めての出土とな ります O また､大柄暦 によるも
た が じ上 う あ と

のとして も､宮城県多賀城跡から出土 した宝亀 11

(780)年の漆紙文書よりも古 く､最古の例 となり

ます｡

[午
木
力
]

七
日
壬
□
口
閉

大
夫
皇

大
歳
後
天
恩

(ゴ
チ
ッ
ク
体
は
墨
痕
の
残
る
字
､
明
朝
体
は
復
元
可
能
な
文
字
)

(オ
モ
テ
面
)

廿
九
日
乙
亥
火
執

六
月

1
日
景
子
水
破

二
日
丁
丑
水
危

三
日
戊
寅
土
成

四
日
己
卯
土
成[収

力
]

□
日
庚
辰
金
口

六
日
辛
巳
全
開

手
足

甲

大
歳
後

[恩
力
]

大
歳
後
天
口

[六
月
力
]

小
暑
□
□
節

温
風
至
候
鼎
外

[候

力
]

□
鼎

内

平
城
京
跡

(右
京
二
条
三
坊

一
坪
)

井
戸
出
土
漆
紙
文
書



漆 紙文 書 に つい て 漆を使用す る場所で は､
まげもの
曲物や土器 などの容器のなかに漆の樹液 を保存 し

ち り は こ り

ます｡この時､漆の乾燥を防ぎ､塵や攻を避けて､

常に漆 を良好な状態に保つ ように､和紙を漆液の
ふた

表面に密着させて､蓋とします｡これを ｢ふた紙｣
ぬ は いき

と呼び ます｡塗 り作業 の際にははずされて廃棄さ
し

れます｡ しか し､漆が紙 に渉みこむ と､漆の力に
ふ し上く れ っ か

より､土中にあって も腐食や劣化 はしないので､

残 りやすくな ります｡｢ふた紙｣は､多くの場合､

役所で不用にな った公文書 を利用 しています｡そ

のため､｢ふた紙｣の発見がそのまま､新たな文

書の発見につながることが多いのです｡これを漆

紙文書と言います｡｢ふた祇｣ として使用された

反故には両面ともに文字が記されているのがふつ

うです｡当時､紙は貴重品であったので､文書が
しはい

用済みになるとその裏 (紙背)を再利用 しました｡

漆紙 文書 を読 み解 く際 に､｢ふた紙｣の外側の

面を ｢オモテ面｣と呼び､漆液と密着 し､漆が紙

に付いた内側の面のことを ｢漆面 (または漆付着

面)｣ と呼んで います｡これは､本来 の文書の表

と裏 (紙背) とは関係ありません｡

具注 暦 につ いて 具注暦 とはいまのカ レンダ

ーの ことですo ｢注｣が具 (つぶ さ-詳細) に記

入され ることか らこの名が あります｡具注暦 の記

載は大きくわけて上段､中段､下段からな ります｡

か ん し なっちん ち上く
上段は 日付､干支､納昔､十二直が､中段には二

世っせ こう け ばう じょう か げん
十四節気､七十二侯､六十卦､望､上 ･下弦など

か ふ く
が､下段には毎 日の吉凶､禍福 など科学的根拠 の

ない暦注が書かれていますo
おんみ上うり上う

律令 による と､毎年 11月1日に陰陽寮が作成 し
なかつか さし上う そうじょう

た翌年 の暦を中務省に送 り､中務省が天皇に奏上
ごrI-､

します｡これを御暦 と言います｡そののち新年が

来る前に中央や地方 の役所に1巻ずつ支給されま
兵.ん ぎ し き

すO平安時代の 『延書式』による と､天皇用 の御

暦2巻は､上巻 (正月か ら6月)､下巻 (7月から12

月)によって1年分 の具注暦 とされ ます｡それ以
はんれ き

外 に中央や地方 の役所に頒布 する暦 (頒暦) は

166巻 と記載されています｡これ らの書写はその

年のうちにすまきなければなりませ んか ら､かな

りの早 さで行なわなければな りません｡作業の大
し上うそういん

変さを物語るよ うに､正倉院に残る具注暦をはじ

めとして､各地で出土 している漆紙文書の具注暦

には必ず といっていいほど誤写があ ります｡今回

出土 した暦も､本来なら6月6日にあるべき ｢手足

甲 ｣の記載が､1日ずれた6月5日にあった り､ま
げつけん

た､月建記事 が書かれて いなか った りします｡

｢手足 甲｣ の意味は手と足の甲 (爪)を切 ること

です｡具注暦 にはこのようなことまで細か く書か

れていて､当時の人はその指示に従って生活 して

いたものと思われます｡

遺 跡 名 種 別 暦 年 暦 名

1 石神追跡 (奈良県明日香村) 木 簡 持統天皇 3 (689)年具注暦 元素暦

2 城山遺跡 (静岡県浜松市) 木 簡 神亀 6 (天平元､729)年具注暦 儀鳳暦

3 武蔵台遺跡 (東京都府中市) 漆紙文書 天平勝宝 9 (757)歳具注暦 儀鳳暦

4 秋田城跡 (秋田市) 漆紙文書 天平宝字 3 (759)年具注暦 儀鳳暦

5 山王遺跡 (宮城県多賀城市) 漆紙文書 天平宝字 7 (763)年具注暦 儀鳳暦

6 平城宮跡 (奈良市) 木 簡 年未詳具注暦 儀鳳暦 カ

7 平城京跡 (右京二条三坊-秤) 漆紙文書 宝亀 9 (778)年具注暦 大行暦

8 多賀城跡 (宮城県多賀城市) 漆紙文書 宝亀11(780)年具注暦 大梧暦

9 鹿の子C遺跡 (茨城県石岡市) 漆紙文書 延暦 9 (790)年具注暦 大桁暦

10 胆沢城跡 (岩手県水沢市) 漆紙文書 延暦22(803)年具注暦 大桁暦

ll 胆沢城跡 (岩手県水沢市)10の裏面 漆紙文書 延暦23(804)年具注暦 大桁暦

12 大浦B遺跡 (山形県米沢市) 漆紙文書 延暦23(804)年具往暦 大姉暦

13 鹿の子遺跡e地区 (茨城県石岡市) 漆紙文書 年代未詳 (延暦年間カ)具注暦 大桁暦

14 多賀城跡 (宮城県多賀城市) 漆紙文書 弘仁12(821)年具注暦 大約暦

15 胆沢城跡 (岩手県水沢市) 漆紙文書 案祥元 (848)年具注暦 大桁暦

16 東の上追跡 (埼玉県所沢市) 漆紙文書 年末詳具注暦 大柄暦 カ

17 磯同遺跡 (栃木県上三川町) 漆紙文書 年末詳具往暦 宣明暦 カ

18 多賀城跡 (宮城県多賀城市) 漆紙文書 年未詳具注暦 不明

出土 した古代の具注暦
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